
 

 
 
 
 
 
 

ハローワークにおいて、社員寮等の退去を余儀なくされた 

方々への住宅確保のための相談支援を開始します 

 

全国の主要なハローワーク（１８７か所。一覧については別紙１参照）

の「安定就職コーナー」等において、職業相談・職業紹介と併せて、労

働者派遣契約の中途解除や雇止め等により社員寮等の退去を余儀なくさ

れた住居喪失者等に対する住宅確保に係る相談支援を実施する。 

また、１２月１８日（木）及び１９日（金）に、東京、愛知及び大阪

に非正規労働者の安定就職を支援する「キャリアアップハローワーク（非

正規労働者就労支援センター）」を設置（設置場所等については別紙２参

照）し、非正規労働者に対する様々な就職支援の一環として、同様の支

援を実施する。 

 

〔相談開始日〕 

平成２０年１２月１５日（月）から開始 

 

〔支援内容〕 

○ 住宅確保のための相談を行うとともに、以下の支援を実施します。 

・ 廃止決定していない雇用促進住宅の入居あっせん（別紙３参照） 

  ・ 住宅入居初期費用、家賃補助費、生活・就職活動費の資金の貸

付に関する相談（別紙４参照） 

 ○ 社員寮付きの求人や住み込み可能求人の情報提供、職業相談及び

職業紹介 

 

※ 各安定就職コーナーやキャリアアップハローワーク等においては、

上記支援のほか、通常の職業相談・職業紹介や各種セミナーなど求

職者のニーズを踏まえた様々な就職支援も実施します。 

厚 生 労 働 省 発 表

平成２０年１２月１２日（金）

職業安定局首席職業指導官室 

 首席職業指導官 上市 貞満 

 室長補佐    新田 峰雄 

 ℡ 03-5253-1111（内線 5776）

   03-3502-6774（夜間直通）



（別紙１）

No. 労働局 設置安定所 所在地 電話番号
1 札幌 札幌市中央区南10条西14丁目 011-562-0101
2 札幌東 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2‐10 011-853-0101
3 札幌北 札幌市東区北16条東4丁目 011-743-8609
4 函館 函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎 0138-26-0735
5 旭川 旭川市春光町10‐58 0166-51-0176
6 帯広 帯広市西5条南5‐2 0155-23-8296
7 北見 北見市青葉町6‐8 北見地方合同庁舎 0157-23-6251
8 小樽 小樽市色内1‐10‐15 0134-32-8689
9 釧路 釧路市富士見3‐2‐3 0154-41-1201
10 室蘭 室蘭市海岸町1‐20‐28 0143-22-8689
11 岩見沢 岩見沢市5条東15-7-7 岩見沢地方合同庁舎 0126-22-3450
12 苫小牧 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-32-5221
13 千歳 千歳市東雲町4‐2‐6 0123-24-2177
14 青森 青森市中央2‐10‐10 017-776-1561
15 八戸 八戸市沼館4‐7‐120 0178-22-8609
16 弘前 弘前市大字南富田町5‐1 0172-38-8609
17 むつ むつ市若松町10‐3 0175-22-1331
18 三沢 三沢市平畑1‐1‐28 0176-53-4178
19 岩手 盛岡 盛岡市紺屋町7‐26 019-624-8903
20 宮城 仙台 仙台市宮城野区榴岡4‐2‐3 仙台MTビル3階,4階 022-299-8811
21 秋田 秋田 秋田市茨島1‐12‐16 018-864-4111
22 山形 米沢 米沢市金池3‐1‐39 米沢合同庁舎内 0238-22-8155
23 福島 福島市狐塚17‐40 024-534-4121
24 会津若松 会津若松市西栄町2‐23 0242-26-3333
25 郡山 郡山市方八町2‐1‐26 024-942-8609
26 相馬 相馬市中村1‐12‐1 0244-36-0211
27 水戸 水戸市水府町1573‐1 029-231-6223
28 土浦 土浦市真鍋1‐18‐19 029-822-5124
29 筑西 筑西市成田628‐1 0296-22-2188
30 宇都宮 宇都宮市明保野町1‐4 宇都宮第2地方合同庁舎1階 028-638-0369
31 真岡 真岡市荒町5101 0285-82-8655
32 高崎 高崎市末広町262‐3 027-327-8609
33 太田 太田市飯田町893 0276-46-8609
34 川口 川口市青木3‐2‐7 048-251-2901
35 熊谷 熊谷市箱田5‐7‐2 048-522-5656
36 本庄 本庄市中央2-5-1 0495-22-2448
37 大宮 さいたま市大宮区大成町1‐525 048-667-8609
38 川越 川越市豊田本277‐3 川越合同庁舎 049-242-0197
39 東松山 東松山市上野本1088-4 0493-22-0240
40 浦和 さいたま市浦和区常盤5‐8‐40 048-832-2461
41 所沢 所沢市並木6‐1‐3 所沢合同庁舎 04-2992-8609
42 飯能 飯能市双柳94-15 飯能合同庁舎 042-974-2345
43 春日部 春日部市下大増新田61‐3 048-736-7611
44 行田 行田市長野943 048-556-3151
45 草加 草加市弁天4‐10‐7 048-931-6111
46 朝霞 朝霞市三原1‐3‐1 048-463-2233
47 越谷 越谷市東越谷1-5-6 048-969-8609
48 千葉 千葉市美浜区幸町1‐1‐3 043-242-1181
49 市川 市川市南八幡5‐11‐21 047-370-8609
50 松戸 松戸市松戸1307‐1 松戸ビルヂング3階 047-367-8609
51 船橋 船橋市本町2-1-1　船橋スクエア21ビル7F 047-420-8609
52 千葉南 千葉市中央区南町2-16-3 ユウキ蘇我駅前ビル3F・4F 043-300-8609
53 飯田橋 文京区後楽1‐9‐20　飯田橋合同庁舎2F 03-3812-8609
54 上野 台東区東上野4‐1‐2 03-3847-8609
55 品川 港区港南2‐5‐12 品川NBSビル 03-3450-8609
56 大森 大田区大森北4‐16‐7 03-5493-8609
57 渋谷 渋谷区神南1‐3‐5  渋谷神南合同庁舎2F 03-3476-8609
58 新宿 新宿区西新宿1‐6‐1 新宿エルタワービル23F 03-5325-9593
59 池袋 豊島区東池袋3‐1-1　サンシャイン60　3F 03-5911-8609
60 王子 北区王子6‐1‐17 03-5390-8609
61 足立 足立区千住1-4-1東京芸術センター6F 03-3870-8609
62 墨田 墨田区江東橋2‐19‐12 03-5669-8960
63 木場 江東区木場2‐13‐19 03-3643-8609
64 八王子 八王子市子安町1‐13‐1 042-648-8609
65 立川 立川市錦町1‐9‐21 042-525-8616
66 青梅 青梅市東青梅3‐12‐16 0428-24-8609
67 三鷹 三鷹市下連雀4‐15‐18 0422-47-8617
68 町田 町田市森野2‐28‐14 町田合同庁舎1階 042-732-8609
69 府中 府中市美好町1‐3‐1 042-336-8609

安定就職コーナー等設置公共職業安定所及び問い合わせ先一覧

（平成20年12月12日現在）
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（別紙１）

No. 労働局 設置安定所 所在地 電話番号

安定就職コーナー等設置公共職業安定所及び問い合わせ先一覧

（平成20年12月12日現在）

70 横浜 横浜市中区本町3‐30 045-663-8609

71 鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央3‐3‐36 045-501-8609

72 戸塚 横浜市戸塚区戸塚町3722 045-864-8609

73 川崎 川崎市川崎区南町17-2 044-244-8609

74 平塚 平塚市松風町2‐7 0463-24-8609

75 小田原 小田原市本町1‐2‐17 0465-23-8609

76 藤沢 藤沢市朝日町5‐12 藤沢労働総合庁舎 0466-23-8609

77 相模原 相模原市富士見6‐10‐10　相模原地方合同庁舎1階 042-776-8609

78 厚木 厚木市寿町3‐7‐10 046-296-8609

79 横浜南 横浜市金沢区寺前1‐9‐6 045-788-8609

80 川崎北 川崎市高津区千年698‐1 044-777-8609

81 港北 横浜市港北区新横浜3-24-6　横浜港北地方合同庁舎 045-474-1221

82 大和 大和市深見西3‐3‐21 046-260-8609

83 新潟 新潟市中央区万代3‐4‐38 025-244-0131

84 長岡 長岡市中沢町字太田500‐1 0258-32-1181

85 上越 上越市春日野1‐5‐22 上越地方合同庁舎 025-523-6121

86 富山 富山市奥田新町45 076-431-8609

87 高岡 高岡市向野町3‐43‐4 0766-21-1515

88 石川 金沢 金沢市鳴和1‐18‐42 076-253-3030

89 福井 福井 福井市大手2‐22‐18 0776-23-0318

90 山梨 甲府 甲府市住吉1‐17‐5 055-232-6060

91 長野 長野市中御所3‐2‐3 026-228-1300

92 松本 松本市庄内3‐6‐21 0263-27-0111

93 岐阜 岐阜市五坪1‐9‐1 岐阜労働総合庁舎内 058-247-3213

94 大垣 大垣市藤江町1‐1‐8 0584-73-9294

95 多治見 多治見市音羽町5‐39‐1 多治見労働総合庁舎内 0572-22-3384

96 美濃加茂 美濃加茂市深田町 1‐206‐9 0574-25-2178

97 静岡 静岡市駿河区西島235‐1 054-238-8601

98 浜松 浜松市中区浅田町50‐2 053-457-5156

99 沼津 沼津市市場町9‐1 沼津合同庁舎1階 055-931-0145

100 磐田 磐田市見付3599‐6 磐田地方合同庁舎1階 0538-32-6181

101 富士 富士市南町1‐4 0545-51-2151

102 焼津 焼津市駅北1‐6‐22 054-628-5155

103 名古屋中 名古屋市中村区名駅南1‐21‐5 総合雇用センター内 052-582-8171

104 名古屋南 名古屋市熱田区旗屋2‐22‐21 052-681-1211

105 名古屋東 名古屋市名東区平和が丘1‐2 052-686-4479

106 豊橋 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎内 0532-52-7191

107 岡崎 岡崎市羽根町字北乾地50‐1 岡崎合同庁舎内 0564-52-8609

108 一宮 一宮市八幡4‐8‐7 一宮労働総合庁舎 0586-88-5014

109 半田 半田市宮路町200‐4 半田地方合同庁舎 0569-21-0023

110 瀬戸 瀬戸市東長根町86 0561-82-5123

111 豊田 豊田市常盤町3‐25‐7 0565-31-1400

112 津島 津島市寺前町2‐3 0567-26-3158

113 刈谷 刈谷市若松町1‐46‐3 0566-21-5001

114 西尾 西尾市熊味町小松島41‐1 0563-56-3622

115 犬山 犬山市松本町2‐10 0568-61-2186

116 豊川 豊川市千歳通1‐34 0533-86-3179

117 春日井 春日井市大手町2‐135 0568-81-5170

118 四日市 四日市市本町3‐95 059-353-5566

119 津 津市島崎町327‐1 059-228-9161

120 大津 大津市中央4‐6‐52 077-522-3773

121 草津 草津市野村5‐17‐1 077-562-3720

122 京都西陣 京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439‐1 075-451-8609

123 京都七条 京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町803 075-341-8609

124 京都田辺 京田辺市田辺中央2‐1‐23 0774-65-8609

125 宇治 宇治市宇治池森16‐4 0774-20-8609

126 舞鶴 舞鶴市字西小字西町107‐4 0773-75-8609

三重

長野

愛知

神奈川

静岡

新潟

富山

滋賀

岐阜

京都
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（別紙１）

No. 労働局 設置安定所 所在地 電話番号

安定就職コーナー等設置公共職業安定所及び問い合わせ先一覧

（平成20年12月12日現在）

127 大阪東 大阪市中央区農人橋2‐1‐36 ピップビル1階～3階 06-6942-4771

128 梅田 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル16階 06-6344-8609

129 阿倍野 大阪市阿倍野区文の里1‐4‐2 06-6628-5051

130 淀川 大阪市淀川区十三本町3‐4‐11 06-6302-4771

131 布施 東大阪市長栄寺7‐6 06-6782-4221

132 堺 堺市堺区三国ヶ丘御幸通152 堺ジョルノビル8階 072-238-8301

133 池田 池田市栄本町12‐9 072-751-2595

134 枚方 枚方市大垣内町2‐9‐21 072-841-3363

135 茨木 茨木市東中条町1‐12 072-623-2551

136 門真 門真市殿島町6-4守口門真商工会館2階 06-6906-6831

137 神戸 神戸市中央区相生町1‐3‐1 078-362-8609

138 三田 三田市天神1‐5‐25 079-563-8609

139 灘 神戸市灘区大内通5‐2‐2 078-861-8609

140 尼崎 尼崎市名神町3‐12‐2 06-6428-0001

141 西宮 西宮市青木町2‐11 0798-75-6711

142 姫路 姫路市北条字中道250 079-222-8609

143 加古川 加古川市野口町良野1742 079-421-8609

144 伊丹 伊丹市昆陽1‐1‐6　伊丹労働総合庁舎 072-772-8609

145 明石 明石市大明石町2‐3‐37 078-912-2277

146 豊岡 豊岡市寿町8-4　豊岡地方合同庁舎 0796-23-3101

147 西脇 西脇市西脇885‐30　西脇地方合同庁舎 0795-22-3181

148 洲本 洲本市塩屋2-4-5 0799-22-0620

149 柏原 丹波市柏原町柏原字八之坪1569 0795-72-1070

150 西神 神戸市西区糀台5‐3‐8 078-991-1100

151 龍野 たつの市龍野町富永1005-48 0791-62-0981

152 奈良 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 0742-36-1601

153 大和高田 大和高田市池田574‐6 0745-52-5801

154 和歌山 和歌山 和歌山市美園町5‐4‐7 073-425-8609

155 鳥取 鳥取 鳥取市富安2‐89 0857-23-2021

156 島根 松江 松江市向島町134‐10 松江地方合同庁舎2階 0852-22-8609

157 津山 津山市山下9‐6 0868-22-8341

158 倉敷中央 倉敷市笹沖1378‐1 086-424-3333

159 西大寺 岡山市河本町325‐4 086-942-3212

160 広島 広島市中区上八丁堀8‐2　広島清水ビル 082-223-8609

161 広島東 広島市東区光が丘13-7 082-264-8609

162 福山 福山市東桜町3‐12 084-923-8609

163 山口 下関 下関市貴船町3-4-1 083-222-4031

164 徳島 徳島 徳島市出来島本町1‐5 088-622-6308

165 香川 高松 高松市花ノ宮町2‐2‐3 087-869-8609

166 松山 松山市六軒家町3-27　松山労働総合庁舎 089-917-8609

167 今治 今治市南宝来町2‐1‐6 0898-32-5020

168 高知 高知 高知市稲荷町6‐20 088-883-2523

169 福岡中央 福岡市中央区赤坂1‐6‐19 092-712-8609

170 八幡 北九州市八幡西区岸の浦1‐5‐10 093-622-5566

171 久留米 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609

172 小倉 北九州市小倉北区萩崎町1‐11 093-941-8609

173 福岡東 福岡市東区千早6‐1‐1 092-672-8609

174 福岡南 春日市春日公園3‐2 092-513-8609

175 佐賀 佐賀 佐賀市成章町5‐21　 0952-24-4361

176 長崎 長崎市宝栄町4‐25 095-862-8631

177 佐世保 佐世保市稲荷町2‐30 0956-88-2009

178 諫早 諫早市幸町4‐8 0957-21-8609

179 熊本 熊本市大江6‐1‐38 096-371-8609

180 菊池 菊池市隈府字南田771‐1 0968-24-8609

181 大分 大分市都町4‐1‐20 097-538-8609

182 別府 別府市青山町11‐22 0977-23-8609

183 宮崎 宮崎 宮崎市柳丸町131 0985-23-2245

184 鹿児島 鹿児島市下荒田1‐43‐28 099-250-6060

185 川内 薩摩川内市若葉町4‐24 川内地方合同庁舎1階 0996-22-8609

186 那覇 那覇市おもろまち1‐3‐25 098-866-8609

187 沖縄 沖縄市住吉1‐23‐1 098-939-3200

計 １８７所

愛媛

大阪

沖縄

大分

福岡

鹿児島

熊本

長崎
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奈良

兵庫
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廃止決定していない雇用促進住宅の
最大限活用について

入居対象者
要件 ① 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なく

され住居を喪失した求職者（喪失見込みの者も含む）
② ①に準じた求職者であって緊急的に住居を必要とする者

と、公共職業安定所長が判断した者
※ 雇用保険被保険者以外の者も対象とする。

※ 所得（従前所得）要件あり。

入居の調整

入居希望者からの聴き取り
（事項表に記入）

空戸問い合わせ

ハローワーク
（非正規労働者就労支援センターを含む。）

住宅管理運営
受託業者

（雇用振興協会）
緊急入居あっせん書の
交付

雇用促進住宅への迅速な入居

利用可能住宅（平成２０年１０月末現在）
７１２宿舎、２，０１６棟、空戸１３，２６６戸、平均家賃約２万５千円

６か月の定期借家契約
入居日に管理主事より契約
書交付、重要事項説明、鍵
の受渡し

再契約の手続き※

入居予定者

２年間の定期借家契約 民間等別の住宅へ

６か月間入居

SYDMX
テキストボックス
（別紙３）



（別紙４）

解雇等による住居喪失者に対する「就職安定資金貸付」事業について

１ 目的
解雇や雇用期間満了による雇止め等による離職者のうち、当該離職に伴ってそれまで入居

していた社員寮からの退去を余儀なくされる者等に対して、住宅入居初期費用などの必要な
資金を貸し付けることにより、これらの者の住居と安定的な就労機会が円滑に確保できるよ
う支援する。

２ 貸付条件
(1) 貸付対象者

次のいずれにも該当する者
① 事業主都合等による離職(解雇・雇い止め)に伴って住居喪失状態となった離職者
② 常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うこと
③ 貯金・資産がないこと
④ 離職前に主として世帯の生計を維持していた者

(2) 貸付対象費目と貸付上限額等
貸付対象費目 （細 目） 貸付上限額

50万円
①住宅入居初期費用 敷金・礼金等 40万円

転居費・家具什器費 10万円

②家賃補助費 6万円×6ヶ月 ※ 36万円
③生活・就職活動費 常用就職活動費 15万円(世帯の場合)

100万円
13万円(単身の場合)

×6ヶ月 ※
就職身元保証料 10万円

※は、雇用保険受給者でない者に限る。
(3) 担保・保証人

担保・保証人不要。ただし、貸付元金融機関の指定する信用保証機関を利用することを条
件とする。

(4) 貸付利率
３％程度（信用保証料を含む （予定 。） ）

(5) 返済方法
元金据え置き６ヶ月。10年以内に元利均等月賦償還（最終弁済時年齢65歳 。）

(6) 返済免除
貸付６ヶ月後の時点で雇用保険一般被保険者として就職していた場合は、返済額の一部免

除。

３．手続き
○ 貸付希望者はハローワークへ出向き、住居と安定就労の確保を図るための相談を受ける
○ 離職と住居喪失の事実に関する離職した事業所の事業主による証明や、入居予定の賃貸住

宅等に関する確認書類をとりそろえてハローワークの確認を得る
○ 確認書類を添えて貸付元金融機関へ出向き貸付を受ける
○ 貸付金によって賃貸住宅へ入居し、再就職活動を進める



 

                      発表資料に係るその他の問い合わせ先 

 

 

○ この発表全体及び非正規労働者就労支援センターについて 

 

  職業安定局首席職業指導官室 

    首席職業指導官          上市 貞満 

    室長補佐                新田 峰雄 

   電 話  03-5253-1111（内線 5776） 

     夜 間    03-3502-6774 

 

 

○ 安定就職コーナーについて 

 

  職業安定局首席職業指導官室 

    首席職業指導官          上市 貞満 

    室長補佐                松原 亜矢子 

   電 話  03-5253-1111（内線 5693） 

     夜 間    03-3502-6774 

 

 

○ 雇用促進住宅について 

 

 職業安定局総務課 

   調査官                中村 裕一郎 

   電 話  03-5253-1111（内線 5723） 

     夜 間    03-3502-6768 

 

 

○ 住宅入居初期費用、家賃補助費、生活・就職活動費の資金の貸付及び住居を必要

とする求職者への対応について 

 

  職業安定局就労支援室   

    室長                  北條 憲一 

    室長補佐              吉田 幸正 

   電 話  03-5253-1111（内線 5793） 

     夜 間    03-3502-6776 




